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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性基材の光出射面及び光入射面に立体形状が形成された光学シートであって、
　前記光入射面に、前記立体形状を形成するための凹凸形状が二方向に沿って形成されて
おり、
　前記光入射面と平行な第一方向に沿った当該光入射面の平均粗さをＲａ（ｘ）、前記第
一方向に沿った前記凹凸形状の平均間隔をＳｍ（ｘ）とし、前記光入射面と平行且つ前記
第一方向と直交する第二方向に沿った光入射面の平均粗さをＲａ（ｙ）、前記第二方向に
沿った前記凹凸形状の平均間隔をＳｍ（ｙ）とした場合に、
　３０Ｒａ（ｘ）≧Ｒａ（ｙ）＞２Ｒａ（ｘ）且つＳｍ（ｙ）≧０．５Ｓｍ（ｘ）の関係
が成立しており、
　前記光出射面に、光学要素が形成され、
　前記光学要素は、三角柱状のプリズム形状、四角錘プリズム形状、多角錘プリズム形状
、または、半楕円状のシリンドリカルレンズを一次元方向または二次元方向に形成したも
のであることを特徴とする光学シート。
【請求項２】
　前記凹凸形状は、一つの平坦面と、当該平坦面上に形成された複数の凹部と、から形成
されていることを特徴とする請求項１に記載した光学シート。
【請求項３】
　前記凹凸形状は、不規則な形状であることを特徴とする請求項１または請求項２に記載
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した光学シート。
【請求項４】
　前記凹凸形状の前記光入射面から突出した部分の先端が丸められていることを特徴とす
る請求項１から請求項３のうちいずれか１項に記載した光学シート。
【請求項５】
　前記第二方向に沿った前記凹凸形状の平均間隔は、５００μｍ以下であることを特徴と
する請求項１から請求項４のうちいずれか１項に記載した光学シート。
【請求項６】
　前記光学シートは、単一の材料により製造されていることを特徴とする請求項１から請
求項５のうちいずれか１項に記載した光学シート。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のうちいずれか１項に記載した光学シートと、当該光学シートの
前記光入射面側に配置された光源と、を備えたことを特徴とするバックライトユニット。
【請求項８】
　前記光源は、ＬＥＤ、冷陰極管、ＥＬ及び半導体レーザーのうち一つであることを特徴
とする請求項７に記載したバックライトユニット。
【請求項９】
　請求項７または請求項８に記載したバックライトユニットと、当該バックライトユニッ
トの前記光出射面側に配置されて、前記バックライトユニットからの光を表示光として画
像表示を行う画像表示素子と、を備えることを特徴とするディスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画素単位での透過または非透過のレンズシート及びディスプレイ用の光学シ
ート、あるいは、光学シートを備え、透明状態または散乱状態に応じて表示パターンが規
定される表示素子が配置された液晶パネルを背面側から照明するバックライトユニット、
あるいは、光学シート及びバックライトユニットを備えたディスプレイ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＴＦＴ型液晶パネルやＳＴＮ型液晶パネルを使用したディスプレイ装置は、例え
ば、ＯＡ分野において、カラーノートＰＣ（パーソナルコンピュータ）を中心に商品化さ
れている。
　このような液晶表示装置においては、液晶パネルの背面側（観察者側とは反対側）に光
源を配置し、この光源からの光で液晶パネルを照明する方式、いわゆる、バックライト方
式が採用されている。
【０００３】
　この種のバックライト方式に採用されているバックライトユニットとしては、大別して
、冷陰極管（ＣＣＦＴ）等の光源ランプを、光透過性に優れたアクリル樹脂等からなる平
板状の導光板内で多重反射させる「導光板ライトガイド方式」（エッジライト方式）と、
導光板を用いない「直下型方式」とがある。
【０００４】
　導光板ライトガイド方式のバックライトユニットが搭載された液晶表示装置としては、
例えば、図１１中に示すものが一般に知られている。なお、図１１は、導光板ライトガイ
ド方式のバックライトユニットが搭載されたディスプレイ装置の、概略構成を示す図であ
る。
【０００５】
　図１１中に示すように、導光板ライトガイド方式のバックライトユニットが搭載された
ディスプレイ装置１は、表側偏光板６と裏側偏光板８に挟まれた液晶素子１０が設けられ
ており、液晶素子１０の下面（光入射側）側には、導光板４０が設置されている。
【０００６】
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　導光板４０は、略長方形板状のＰＭＭＡ（ポリメチルメタクリレート）や、アクリル等
の透明な基材から形成されている。
　また、導光板４０の上面（光出射側）と、裏側偏光板８との間には、拡散フィルム４４
（拡散層）が設けられている。
【０００７】
　さらに、導光板４０の背面側（図１１中では、下面側）には、導光板４０に導入された
光を、液晶素子１０の方向に効率良く均一となるように散乱して反射されるための、散乱
反射パターン部（図示せず）が、印刷等によって設けられている。また、散乱反射パター
ン部の下側（図１１中では、下面側）には、反射フィルム４６（反射層）が設けられてい
る。
【０００８】
　また、導光板４０の一方の側端部には、光源２０が取り付けられており、さらに、光源
２０の背面側を覆うようにして、高反射率のランプリフレクタ２２が設けられている。ラ
ンプリフレクタ２２は、光源２０の光を、導光板４０中に効率良く入射させるための部材
である。
【０００９】
　なお、上述した散乱反射パターン部は、白色の二酸化チタン（ＴｉＯ２）粉末を透明な
接着剤等に混合した混合物を、所定のパターン（例えば、ドットパターン）にて印刷し乾
燥、形成したものであって、導光板４０内に入射した光に指向性を付与して光出射面側へ
と導くようになっており、これによって、高輝度化が図られている。
【００１０】
　また、導光板ライトガイド方式のバックライトユニットが搭載された液晶表示装置とし
ては、図１１中に示したものの他にも、例えば、図１２中に示すものが一般に知られてい
る。なお、図１２は、導光板ライトガイド方式のバックライトユニットが搭載されたディ
スプレイ装置の、概略構成を示す図である。
【００１１】
　図１２中に示すように、図１１中に示したものと異なる構成の、導光板ライトガイド方
式のバックライトユニットが搭載されたディスプレイ装置１は、拡散フィルム４４と液晶
素子１０との間に、集光機能を備えた二枚のプリズムフィルム４８（プリズム層）が設け
られている。なお、図１２中に示すディスプレイ装置１の構成は、二枚のプリズムフィル
ム４８が設けられている点を除き、図１１中に示したディスプレイ装置１の構成と同様で
ある。
【００１２】
　二枚のプリズムフィルム４８は、導光板４０の光出射面から出射され、拡散フィルム４
４で拡散された光を、高効率で液晶素子１０の有効表示エリアに集光させるものであり、
光利用効率を向上させて高輝度化を図るための部材である。
　しかしながら、図１２中に示したディスプレイ装置１では、視野角の制御が、拡散フィ
ルム４４の拡散性のみに委ねられており、その制御が難しいため、ディスプレイの正面方
向から見て、中心部が明るく、周辺部に行くほど暗くなる特性は避けられない。そのため
、液晶画面を横から見たときの輝度の低下が大きく、光の利用効率の低下を招いていた。
【００１３】
　さらに、図１２中に示した、プリズムフィルム４８を用いるディスプレイ装置１では、
プリズムフィルム４８が二枚必要であるため、プリズムフィルム４８の吸収による光量の
低下が大きいだけでなく、部材数の増加により、コストが増加する原因にもなっていた。
【００１４】
　一方、直下型方式のバックライトユニットは、導光板の利用が困難な大型の液晶ＴＶ等
の表示装置に用いられている。直下型方式のバックライトユニットが搭載された液晶表示
装置としては、例えば、図１３中に示すものが一般に知られている。なお、図１３は、直
下型方式のバックライトユニットが搭載されたディスプレイ装置の、概略構成を示す図で
ある。
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【００１５】
　図１３中に示すように、直下型方式のバックライトユニットが搭載されたディスプレイ
装置１は、表側偏光板６と裏側偏光板８に挟まれた液晶素子１０が設けられており、液晶
素子１０の下面（光入射側）側には、蛍光管等からなる光源２０が、複数設けられている
。複数の光源２０は、液晶素子１０の厚さ方向（図１３中では、上下方向）と直交する方
向へ配列されている。
【００１６】
　また、光源２０と、裏側偏光板８との間には、拡散フィルム４４（拡散層）が設けられ
ている。
【００１７】
　そして、光源２０から出射された光が、拡散フィルム４４で拡散させられ、高効率で液
晶素子１０の有効表示エリアに集光させられるようになっている。また、光源２０からの
光を効率良く照明光として利用するために、光源２０の背面には、ランプリフレクタ２２
が配置されている。
【００１８】
　しかしながら、図１３中に示したディスプレイ装置１においても、視野角の制御が、拡
散フィルム４４の拡散性のみに委ねられており、その制御が難しいため、ディスプレイの
正面方向から見て、中心部が明るく、周辺部に行くほど暗くなる特性は避けられない。そ
のため、液晶画面を横から見たときの輝度の低下が大きく、光の利用効率の低下を招いて
いた。
【００１９】
　さらに、直下型方式のバックライトユニットが搭載されたディスプレイ装置においても
、プリズムフィルムを用いるものでは、プリズムフィルムが二枚必要であるため、フィル
ムの吸収による光量の低下が大きいだけでなく、部材数の増加によりコストが増加する原
因にもなっていた。
【００２０】
　また、図１３中に示したディスプレイ装置１では、隣り合う光源２０間の間隔が広すぎ
ると、画面上に輝度ムラが生じやすいため、光源２０の数を減らすことが困難であり、消
費電力の増加及びコストの増加を招く原因となっていた。
【００２１】
　ところで、上記のような液晶表示装置（ディスプレイ装置）では、軽量、低消費電力、
高輝度、薄型化であることが、市場ニーズとして強く要請されているため、特に、近年で
は、光源にＬＥＤを用いた液晶表示装置が急激に増加中である。
【００２２】
　そして、上述したエッジライト方式の場合、画面の高輝度化が進むほど、導光板に印刷
されたドットパターンが視認されやすくなるため、光学シートには、ドットパターンが視
認されにくいような、高い輝度の均一性が求められる。
【００２３】
　一方、上述した直下型方式の場合は、ＬＥＤを点光源として配置することが多い。
　これまでに、光源として最も使用されている冷陰極管は、線光源であり、これは、冷陰
極管の配置されている方向に対して直交する方向にのみ、輝度の均一性が必要である。
【００２４】
　これに対し、ＬＥＤは、点光源のため、全ての方向において、隣接する光源との距離が
大きいため、点光源の直上とその周囲とで、輝度の明暗差が生じやすい。また、近年では
、低消費電力の傾向から、ＬＥＤの使用個数の削減が図られており、これまで以上に、点
光源同士の距離が広くなっているため、さらなる輝度の均一性を有する光学シートが求め
られている。
【００２５】
　現在のところ、輝度の均一性と輝度向上の二つの機能を達成する手段としては、拡散シ
ートとレンズシートとを、複数枚組み合わせる方法が一般的である。



(5) JP 5614128 B2 2014.10.29

10

20

30

40

50

　拡散シートは、屈折率が異なる拡散剤を内部に添加させる内部拡散と、表面の凹凸によ
る表面拡散のうち少なくとも一方の効果により、光を散乱させて、輝度の均一性を高めて
いる。そのため、高い光拡散効果を有しており、光源の輝度の均一性や、導光板のドット
パターンの視認性の低下に対して、非常に優れている。
【００２６】
　一方、拡散シートは、光集光効果が低いため、光学シートの性能として重要な、輝度の
向上効果は、レンズシートに対して低いという特徴がある。
　また、レンズシートの場合、レンズ形状により光を集光拡散させて、輝度向上と輝度の
均一性を高めている。
【００２７】
　レンズシートの最も代表的な例としては、プリズムシートが挙げられる。
　プリズムシートは、輝度の向上効果が非常に高いという利点があるが、一方で、輝度の
均一性が低く、また、光拡散性が低いことから、導光板を使用するエッジライト方式では
、ドットパターンの視認性が高く、特に、ディスプレイ装置において、画質性能の低下を
招いてしまう。そのため、ドットパターンの視認性が低い、つまり、ドットパターンの隠
蔽性効果が非常に低い光学シートが求められている。
【００２８】
　そこで、レンズシートの輝度の均一性を高める方法として、特許文献１に記載されてい
るように、光出射面の規則的な多数の平行な波型形状に対して、マット加工により、微小
な凹凸形状を施す方法が提案されている。
【００２９】
　この方法であれば、光出射面に微小な凹凸加工を施すことで、通常の波型形状のレンズ
シートのみでは得られない光散乱効果が発生し、輝度の均一性を向上させることが可能と
なる。また、レンズシートの特徴である、急激な視野角依存性を、緩やかにする効果が発
揮される。
【００３０】
　しかしながら、特許文献１に記載されている方法では、レンズシートの輝度向上効果に
重要なレンズ形状表面が崩れることで、光集光効果が低下し、大きな輝度向上が得られな
いという問題が発生するおそれがある。また、特許文献１に記載されている方法は、距離
が近い範囲での明暗差の解消には効果が高いが、距離が遠く、より広範囲での、輝度の均
一性が求められる場合には、有効な方法とは言い難い。特に、直下型ＬＥＤ方式等による
点光源の輝度の均一性や、ピッチ間隔が大きいドットパターンを有する導光板のドットパ
ターン隠蔽性としては、大きな効果を得ることが難しい。
【００３１】
　特許文献１に記載されている方法以外には、プリズムシートの途中の界面に、光散乱効
果を発揮する微小凹凸面と拡散層を設けることで、同様の効果を発揮させる方法が、特許
文献２に提案されている。
　特許文献２に提案されている方法では、効果が高いものの、生産するにあたり、部材数
及び工程数が多く、コストダウンが求められるレンズシートでは、使用が難しい。
【００３２】
　特許文献１及び２に記載されている方法以外には、光入射面自体に微小な凹凸形状を施
すことで、同様の効果を得る方法として、特許文献３が提案されている。
　特許文献３に提案されている方法は、特許文献２に提案されている方法と比較して、部
材数及び工程数が少なく、コストダウンが可能である。
【００３３】
　しかしながら、レンズシートは、液晶テレビ等の表示装置や照明装置に用いられること
が多いという側面上、水平方向と垂直方向で求められる配向特性が異なるため、必要な光
散乱効果が異なる。また、導光板のドットパターンは、配列に規則性があることが多く、
ドットパターンの隠蔽性に必要な光散乱効果は、方向性により異なってくる。
【００３４】



(6) JP 5614128 B2 2014.10.29

10

20

30

40

50

　また、光散乱効果は、光集光効果を低下させるため、特許文献２や特許文献３に記載の
方法のような等方的な光散乱効果は、光学シートの輝度向上効果を低下させ、効率的な光
散乱効果を得ているとは言い難い。
　そのため、現在では、輝度の均一性の機能は拡散シートにより確保し、高輝度化はレン
ズシートにより確保することで、輝度の均一性と高輝度化の二つの機能を確保している。
【００３５】
　光学シートの輝度の均一性と光学性能の両方の機能を有する光学シートを提供する場合
、通常、輝度の均一性の高い拡散シートと、光学性能の高いレンズシートを組み合わせて
使用することが一般的である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３６】
【特許文献１】特許第２５６２２６５号公報
【特許文献２】特開平８－３３５０４４号公報
【特許文献３】特許第３６０７７５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３７】
　上述したように、光学シートには、低消費電力や薄型化等により、更なる輝度の均一性
が求められているが、この要求には、現在のところ、拡散シートやレンズシートの枚数を
増やすことで対応している状況である。
　しかしながら、拡散シートやレンズシートの枚数を増やす方法は、現在の低コスト化や
薄型化の要求とは相反する方法となる。
【００３８】
　本発明では、輝度の均一性と高輝度化の二つの機能を有することが可能な光学シート、
この光学シートを備えたバックライトユニット及びディスプレイ装置を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３９】
　本発明のうち、請求項１に記載した発明は、透光性基材の光出射面及び光入射面に立体
形状が形成された光学シートであって、
　前記光入射面に、前記立体形状を形成するための凹凸形状が二方向に沿って形成されて
おり、
　前記光入射面と平行な第一方向に沿った当該光入射面の平均粗さをＲａ（ｘ）、前記第
一方向に沿った前記凹凸形状の平均間隔をＳｍ（ｘ）とし、前記光入射面と平行且つ前記
第一方向と直交する第二方向に沿った光入射面の平均粗さをＲａ（ｙ）、前記第二方向に
沿った前記凹凸形状の平均間隔をＳｍ（ｙ）とした場合に、
　３０Ｒａ（ｘ）≧Ｒａ（ｙ）＞２Ｒａ（ｘ）且つＳｍ（ｙ）≧０．５Ｓｍ（ｘ）の関係
が成立しており、
　前記光出射面に、光学要素が形成され、
　前記光学要素は、三角柱状のプリズム形状、四角錘プリズム形状、多角錘プリズム形状
、または、半楕円状のシリンドリカルレンズを一次元方向または二次元方向に形成したも
のであることを特徴とするものである。
【００４０】
　次に、本発明のうち、請求項２に記載した発明は、請求項１に記載した発明であって、
前記凹凸形状は、一つの平坦面と、当該平坦面上に形成された複数の凹部と、から形成さ
れていることを特徴とするものである。
　次に、本発明のうち、請求項３に記載した発明は、請求項１または請求項２に記載した
発明であって、前記凹凸形状は、不規則な形状であることを特徴とするものである。
　次に、本発明のうち、請求項４に記載した発明は、請求項１から請求項３のうちいずれ
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か１項に記載した発明であって、前記凹凸形状の前記光入射面から突出した部分の先端が
丸められていることを特徴とするものである。
【００４１】
　次に、本発明のうち、請求項５に記載した発明は、請求項１から請求項４のうちいずれ
か１項に記載した発明であって、前記第二方向に沿った前記凹凸形状の平均間隔は、５０
０μｍ以下であることを特徴とするものである。
　次に、本発明のうち、請求項６に記載した発明は、請求項１から請求項５のうちいずれ
か１項に記載した発明であって、前記光学シートは、単一の材料により製造されているこ
とを特徴とするものである。
【００４２】
　次に、本発明のうち、請求項７に記載した発明は、請求項１から請求項６のうちいずれ
か１項に記載した光学シートと、当該光学シートの前記光入射面側に配置された光源と、
を備えたことを特徴とするバックライトユニットである。
　次に、本発明のうち、請求項８に記載した発明は、請求項７に記載した発明であって、
前記光源は、ＬＥＤ、冷陰極管、ＥＬ及び半導体レーザーのうち一つであることを特徴と
するものである。
【００４３】
　次に、本発明のうち、請求項９に記載した発明は、請求項７または請求項８に記載した
バックライトユニットと、当該バックライトユニットの前記光出射面側に配置されて、前
記バックライトユニットからの光を表示光として画像表示を行う画像表示素子と、を備え
ることを特徴とするディスプレイ装置である。
【発明の効果】
【００４４】
　本発明によれば、光学シートの光出射面側に、高輝度化を実現するための光学要素を形
成し、光学シートの光入射面側に、高い輝度の均一性効果を有するように、凹凸形状を形
成する。そして、上記の関係が成立させることにより、凹凸形状に異方性を持たせること
で、高い輝度向上性と、高い導光板ドットパターン隠蔽性の両立が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の第一実施形態におけるディスプレイ装置の概略構成を示す図である。
【図２】光学シートの俯瞰図である。
【図３】凹凸形状の説明図である。
【図４】一般的な押し出し成形に用いる押出機の概略構成を示す図である。
【図５】本発明の第一実施形態の変形例におけるディスプレイ装置の概略構成を示す図で
ある。
【図６】光学シートの俯瞰図であり、本発明の第一実施形態の変形例における光学シート
の概略構成を示す図である。
【図７】光学シートの俯瞰図であり、本発明の第一実施形態の変形例における光学シート
の概略構成を示す図である。
【図８】光学シートの俯瞰図であり、本発明の第一実施形態の変形例における光学シート
の概略構成を示す図である。
【図９】本発明の第一実施形態の変形例における、凹凸形状の説明図である。
【図１０】本発明の第一実施形態の変形例における、凹凸形状の説明図である。
【図１１】導光板ライトガイド方式のバックライトユニットが搭載されたディスプレイ装
置の、概略構成を示す図である。
【図１２】導光板ライトガイド方式のバックライトユニットが搭載されたディスプレイ装
置の、概略構成を示す図である。
【図１３】直下型方式のバックライトユニットが搭載されたディスプレイ装置の、概略構
成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００４６】
（第一実施形態）
　以下、本発明の第一実施形態（以下、「本実施形態」と記載する）について、図面を参
照しつつ説明する。
（構成）
　以下、本実施形態に係る光学シートについて、この光学シートを備えたバックライトユ
ニット及びディスプレイ装置と共に説明する。
【００４７】
（ディスプレイ装置の構成）
　まず、図１を用いて、本実施形態のディスプレイ装置１の構成を説明する。
　図１は、本実施形態におけるディスプレイ装置１の概略構成を示す図である。
　本実施形態のディスプレイ装置１は、直下型のディスプレイ装置であり、図１中に示す
ように、画像表示素子２と、バックライトユニット４を備えている。なお、図１中におい
て、ディスプレイ装置１、及びディスプレイ装置１が備える各部材の、互いの大きさの対
比は、実際とは一致しない場合がある。
【００４８】
　画像表示素子２は、液晶パネル（液晶表示素子）により形成されている。すなわち、本
実施形態のディスプレイ装置１は、液晶表示装置である。
　また、画像表示素子２は、表側偏光板６と、裏側偏光板８と、液晶素子１０を備えてお
り、表側偏光板６と裏側偏光板８との間に、液晶素子１０が挟持されて構成されている。
これにより、表側偏光板６及び裏側偏光板８と液晶素子１０は、表側偏光板６、液晶素子
１０、裏側偏光板８の順番で積層している。
【００４９】
　なお、本実施形態では、ディスプレイ装置１を、液晶表示装置としたが、ディスプレイ
装置１の種類は、これに限定するものではない。すなわち、ディスプレイ装置１を、例え
ば、投射スクリーン装置、プラズマディスプレイ装置、ＥＬディスプレイ装置等、液晶表
示装置以外としてもよい。要は、画像を光により表示する表示装置であれば、ディスプレ
イ装置１の種類は問わない。
【００５０】
（バックライトユニットの構成）
　バックライトユニット４は、ランプハウス１２と、拡散板１４と、二枚の集光シート１
６と、光学シート１８を備えている。
【００５１】
　ランプハウス１２は、光学シート１８の背面に配置されており、複数の光源２０と、ラ
ンプリフレクタ２２を備えている。なお、光学シート１８の背面とは、光学シート１８の
、レンズシート８と対向する面と反対側の面（図１中では、光学シート１８の下方の面）
である。
　複数の光源２０は、それぞれ、ＬＥＤから形成されており、光学シート１８の厚さ方向
と直交する方向へ、所定の間隔で配置されている。
【００５２】
　なお、本実施形態では、光源２０をＬＥＤとしたが、光源２０の構成は、これに限定す
るものではなく、光源２０を、例えば、冷陰極管（ＣＣＦＬ）、ＥＬ、半導体レーザー等
としてもよい。
　ランプリフレクタ２２は、光源２０の背面に配置されており、光源２０からの光を反射
する。
【００５３】
　拡散板１４は、光源２０の光照射方向の前方（図１中では、光源２０の上方）側に配置
されており、光源２０から進入する光を拡散する光拡散層を形成している。
　二枚の集光シート１６は、同一種類のシートで構成されており、拡散板１４と画像表示
素子２との間に配置されている。
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【００５４】
　また、各集光シート１６は、適宜の集光用光学シートを用いて形成されている。集光用
光学シートとしては、例えば、四角錘プリズムシートや多角錘プリズムシート、三角形柱
状のプリズムシート、または、半楕円状のシリンドリカルレンズ、マイクロレンズシート
、拡散シート等が挙げられる。
【００５５】
　なお、本実施形態では、バックライトユニット４の構成を、二枚の集光シート１６を備
える構成としたが、集光シート１６の枚数は、これに限定するものではなく、一枚の集光
シート１６を備える構成や、三枚以上の集光シート１６を備える構成であってもよい。
　また、本実施形態では、二枚の集光シート１６を、同一種類のシートで構成したが、こ
れに限定するものではなく、二枚の集光シート１６を、異なる種類のシートで構成しても
よい。
【００５６】
　また、本実施形態では、バックライトユニット４の構成を、集光シート１６を備える構
成としたが、これに限定するものではなく、バックライトユニット４の構成を、集光シー
ト１６を備えていない構成としてもよい。
【００５７】
（光学シートの概略構成）
　光学シート１８は、拡散板１４と集光シート１６との間に配置されており、拡散板１４
を透過する光を集光及び拡散する。なお、光学シート１８と集光シート１６は、所望され
る輝度や視野角特性により、向きや種類を自由に組み合わせて使用される。
【００５８】
　また、光学シート１８は、透光性基材の表面及び裏面に、所望の立体形状を成形したシ
ートである。
　具体的には、透光性基材の表面側である、光学シート１８の光出射面側には、所望の立
体形状を形成するための光学要素２４が、一次元方向に形成されている。なお、光学要素
２４の詳細な構成については、後述する。
【００５９】
　一方、透光性基材の裏面側である、光学シート１８の光入射面側には、所望の立体形状
を形成するための微小な凹凸形状２６が、二方向へ形成されている。なお、凹凸形状２６
の詳細な構成については、後述する。
【００６０】
　なお、本実施形態では、集光シート１６を、拡散板１４と画像表示素子２との間、すな
わち、光学シート１８の上方（図１中では、光学シート１８の画像表示素子２側の方向）
に配置したが、これに限定するものではない。すなわち、集光シート１６を、光学シート
１８と拡散板１４との間、すなわち、光学シート１８の下方（図１中では、光学シート１
８の拡散板１４側の方向）に配置してもよい。また、集光シート１６を、光学シート１８
の上方及び下方の両方に配置してもよい。
【００６１】
（光学シートの詳細な構成）
　以下、図１を参照しつつ、図２及び図３を用いて、光学シート１８の詳細な構成を説明
する。
　図２は、光学シート１８の俯瞰図である。
　図２中に示すように、光学シート１８は、基材部２８と、光学要素２４と、凹凸形状２
６を備えている。なお、光学シート１８は、単層構造でも複層構造でもよく、また、透明
層を含んでいてもよい。
【００６２】
　基材部２８は、透光性の樹脂材料を用いて、板状に形成されている。
　光学要素２４は、基材部２８の表面側である光学シート１８の光出射面側において、一
次元方向からなるプリズム形状に形成されている。
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【００６３】
　凹凸形状２６は、基材部２８の裏面側である光学シート１８の光入射面側において、多
数の凹部から形成されている。
　また、凹凸形状２６の、光学シート１８の光入射面から突出した部分の先端は、丸めら
れている。
【００６４】
　以下、光学シート１８の光出射面側に形成した光学要素２４を、一次元方向からなるプ
リズム形状とするとともに、光学シート１８の光入射面側に形成した凹凸形状２６を多数
の凹部とした理由について説明する。
【００６５】
　従来から、凹凸形状２６は、サンドブラスト等により、マット形状を、不規則に光入射
面の面内全体に設置することが多い。そのため、光入射面の面内で異方性を持たせた状態
で形状を付与することが困難であり、凹凸形状２６のみで光の拡散効果に異方性を発揮す
ることが困難であった。
【００６６】
　凹凸形状２６のみで光の拡散効果に異方性を効果的に発揮する方法としては、光学シー
ト１８の光入射面にレンズ形状等を付与する方法があるが、レンズは、通常、光の集光効
果も求められていることが多い。このため、レンズ形状で光の拡散効果を発揮させようと
すると、その分、光の集光効果の低下が起こり、光学シートの性能が低下してしまうこと
となる。
【００６７】
　したがって、効率的な光の集光機能と拡散機能の両方を有するためには、光学シート１
８の光出射面側には、高い集光機能を有する形状を付与し、光学シート１８の光入射面側
には、高い輝度の均一性を有する形状を付与するのが最も良い。このためには、光学シー
ト１８の光出射面側に形成した光学要素２４を、一次元方向からなるプリズム形状とし、
光学シート１８の光入射面側に形成した凹凸形状２６を、多数の凹部とすることが好適で
ある。
【００６８】
　以上の理由により、本実施形態では、光学シート１８の光出射面側に形成した光学要素
２４を、一次元方向からなるプリズム形状とするとともに、光学シート１８の光入射面側
に形成した凹凸形状２６を、多数の凹部とする。
【００６９】
（光学シートの材料として用いる樹脂材料）
　光学シート１８は、単一の材料により製造されている。
　光学シート１８の材料、すなわち、基材部２８の材料として用いる樹脂材料は、光源２
０から出射される光の波長に対して光透過性を有する樹脂材料が使用される。このような
樹脂材料としては、例えば、光学用部材に使用可能なプラスチック材料を用いる。
【００７０】
　基材部２８の材料として使用可能なプラスチック材料の具体例としては、ポリエステル
樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネ－ト樹脂、ポリスチレン樹脂、ＭＳ（アクリルとスチ
レンの共重合体）樹脂、ポリメチルペンテン樹脂、シクロオレフィンポリマー等の熱可塑
性樹脂、あるいは、ポリエステルアクリレート、ウレタンアクリレート、エポキシアクリ
レート等のオリゴマー、または、アクリレート系等からなる放射線硬化性樹脂等の透明樹
脂が挙げられる。
【００７１】
　また、光学シート１８の用途により、基材部２８の材料として用いる透明樹脂中に、微
粒子を分散させて用いてもよい。
【００７２】
　透明樹脂中に分散させる微粒子としては、無機酸化物からなる透明粒子、または、樹脂
からなる透明粒子を用いることが可能である。
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　無機酸化物からなる透明粒子としては、例えば、シリカやアルミナ、酸化チタン等から
なる粒子を用いることが可能である。
【００７３】
　また、樹脂からなる透明粒子としては、例えば、アクリル粒子、スチレン粒子、スチレ
ンアクリル粒子及びその架橋体、メラミン‐ホルマリン縮合物の粒子、ＰＴＦＥ（ポリテ
トラフルオロエチレン）、ＰＦＡ（ペルフルオロアルコキシ樹脂）、ＦＥＰ（テトラフル
オロエチレン‐ヘキサフルオロプロピレン共重合体）、ＰＶＤＦ（ポリフルオロビニリデ
ン）、及びＥＴＦＥ（エチレン‐テトラフルオロエチレン共重合体）等の含フッ素ポリマ
ー粒子や、シリコン樹脂粒子等を用いることが可能である。なお、上述した微粒子は、二
種類以上を混合して使用してもよい。
【００７４】
（凹凸形状の詳細な構成）
　凹凸形状２６は、光学シート１８の光入射面において、不規則な形状に形成されている
。すなわち、凹凸形状２６を形成する多数の凹部は、光学シート１８の光入射面において
、不規則に配置されている。
【００７５】
　以下、凹凸形状２６を、光学シート１８の光入射面において、不規則な形状に形成する
理由について説明する。
　凹凸形状２６を形成する多数の凹部が、光学シート１８の光入射面において、不規則に
配置されて、凹凸形状２６が不規則に形成されると、光入射面や光出射面側の光学要素２
４との、モアレが回避しやすくなるという利点がある。特に、光学シート１８を、ディス
プレイ装置１に他の光学シートである集光シート１６と組み合わせて使用する場合、集光
シート１６のレンズのピッチや導光板のドットパターンのピッチ、また、液晶パネル等の
画素ピッチ等と干渉して、モアレが発生する可能性が高くなる。
【００７６】
　ここで、上記のモアレは、ピッチの最適化やレンズの向きを最適化することにより、そ
の発生を回避することが可能となる。また、モアレの強さを低下させる方法や、モアレ発
生ピッチを小さくする等の方法により、モアレの視認性を低下させることが可能となる。
　しかしながら、光学シート１８を含め、液晶パネルの画素ピッチや向きは、ディスプレ
イ装置１の光学性能に大きく影響するため、自由に設定することが難しい。
【００７７】
　そのため、上述したモアレを回避するために、凹凸形状２６を、光学シート１８の光入
射面において、不規則な形状に形成することが望ましい。
　また、凹凸形状２６は、図３中に示すように、光入射面側に最も近い部分の、光学シー
ト１８の厚さ方向に沿った断面形状が、楕円形状となるように形成されている。なお、図
３は、凹凸形状２６の説明図である。また、図３中では、凹凸形状２６のうち、光入射面
側に最も近い部分の外周のみを、点線で示している。
【００７８】
　具体的には、凹凸形状２６は、楕円形状の長辺方向が、後述する第一方向と平行となる
ように形成されている。これにより、凹凸形状２６は、第一方向と、後述する第二方向と
で、異なる光の散乱効果を得ている。
【００７９】
（光入射面の詳細な構成）
　以下、光学シート１８の光入射面の詳細な構成について説明する。
　光入射面では、以下の関係式（１）及び関係式（２）が成立している。
　３０Ｒａ（ｘ）≧Ｒａ（ｙ）＞２Ｒａ（ｘ）　…　（１）
　Ｓｍ（ｙ）≧０．５Ｓｍ（ｘ）　…　（２）
　ここで、上記の関係式（１）では、
　Ｒａ（ｘ）：光入射面と平行な第一方向に沿った光入射面の平均粗さ
　Ｒａ（ｙ）：光入射面と平行且つ第一方向と直交する第二方向に沿った光入射面の平均
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粗さである。
【００８０】
　また、上記の関係式（２）では、
　Ｓｍ（ｘ）：第一方向に沿った凹凸形状２６の平均間隔
　Ｓｍ（ｙ）：第二方向に沿った凹凸形状２６の平均間隔
である。
【００８１】
　なお、光入射面の平均粗さとは、光入射面上における直線方向に沿った光入射面の表面
粗さの平均値であり、日本工業規格ＪＩＳＢ０６０１について定義されている数値である
。また、平均粗さＲａ（ｘ）及びＲａ（ｙ）は、数値が大きいほど、粗さの程度が大きい
ことを示している。
【００８２】
　また、本実施形態では、第一方向を、図２中に示すように、光学要素２４を形成するプ
リズム形状と平行な方向とする。これに伴い、本実施形態では、第二方向を、図２中に示
すように、光学要素２４を形成するプリズム形状と直交する方向とする。
　また、上記のＲａ（ｘ）、Ｒａ（ｙ）、Ｓｍ（ｘ）及びＳｍ（ｙ）の単位は、全て、［
μｍ］である。
【００８３】
　以下、光入射面において、上記の関係式（１）及び関係式（２）を成立させている理由
について説明する。
　上記の関係式（１）及び関係式（２）は、光入射面においては、第一方向と第二方向で
異なる表面粗さを有しており、第一方向と第二方向での、光の散乱効果及び拡散効果が異
なっていることを示している。
【００８４】
　ここで、凹凸形状２６自体のサイズが大きいほど、平均粗さＲａ（ｘ）及びＲａ（ｙ）
は大きくなりやすい。
【００８５】
　一方、凹凸形状２６の平均間隔Ｓｍ（ｘ）及びＳｍ（ｙ）は、凹凸形状２６の大きさと
密度による影響を大きく受ける。
　具体的には、凹凸形状２６のサイズが大きいと、平均間隔Ｓｍ（ｘ）及びＳｍ（ｙ）の
値が大きくなり易く、また、凹凸形状２６のサイズが小さく且つ存在する凹凸形状２６の
割合が高くなると、平均間隔Ｓｍ（ｘ）及びＳｍ（ｙ）の値は小さくなる。
【００８６】
　このため、光の散乱効果及び拡散効果は、平均粗さＲａ（ｘ）及びＲａ（ｙ）が大きく
、平均間隔Ｓｍ（ｘ）及びＳｍ（ｙ）の値が小さいほど大きくなる。
　したがって、平均粗さＲａ（ｘ）及びＲａ（ｙ）と、平均間隔Ｓｍ（ｘ）及びＳｍ（ｙ
）を光入射面の面内方向で制御することにより、高輝度且つ高拡散性を有する光学シート
１８を得ることが可能となる。
【００８７】
　以上により、本実施形態の光学シート１８は、第一方向に関しては、表面粗さによる光
拡散効果が低く、第二方向に関しては、表面粗さによる光拡散効果が強い必要がある。
　しかしながら、凹凸形状２６の大きさと割合を変化させると、平均粗さＲａ（ｘ）及び
Ｒａ（ｙ）と平均間隔Ｓｍ（ｘ）及びＳｍ（ｙ）の、両方の数値が変化するため、平均粗
さＲａ（ｘ）及びＲａ（ｙ）と平均間隔Ｓｍ（ｘ）及びＳｍ（ｙ）を、それぞれ、単独で
制御することは困難である。
【００８８】
　具体的には、Ｒａ（ｙ）≦２Ｒａ（ｘ）の場合、第一方向と第二方向の拡散効果の差が
小さく、平均粗さＲａ（ｘ）及びＲａ（ｙ）の値が小さいと、充分な光の散乱効果がない
ため、輝度の均一性が確保できない。
　また、平均粗さＲａ（ｘ）及びＲａ（ｙ）の値が大きいと、輝度の均一性は確保できる
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ものの、輝度の低下が非常に大きくなってしまう。また、凹凸形状２６を不規則に配置す
る場合、３０Ｒａ（ｘ）≧Ｒａ（ｙ）を達成するためには、第一方向の平均粗さＲａ（ｘ
）が、非常に小さい必要がある。
【００８９】
　つまり、第一方向の表面粗さが非常に小さいことになり、第一方向の平均粗さＲａ（ｘ
）だけでなく、第一方向の平均間隔Ｓｍ（ｘ）も変動する。このため、第一方向の平均間
隔Ｓｍ（ｘ）が大きくなる傾向にある。すると、第一方向において、隣接する凹凸形状２
６同士の距離が大きくなり、結果的に、輝度の均一性が低下する現象が生じてしまう。
【００９０】
　また、第一方向の平均間隔Ｓｍ（ｘ）だけに着目した場合、光の拡散効果のみを考える
と、第一方向の平均間隔Ｓｍ（ｘ）の値が小さいほうが、光の拡散性効果が発揮されやす
い。そのため、第一方向の平均間隔Ｓｍ（ｘ）は、大きいほど光の拡散性が低く、輝度の
低下を生じにくいことになる。
【００９１】
　しかしながら、第一方向の平均粗さＲａ（ｘ）が小さい場合、第一方向の平均間隔Ｓｍ
（ｘ）が小さくても、光の散乱効果は低いことが分かっている。また、サンドブラスト等
を用いて、光入射面全体へ、同じ凹凸形状を非常に多数配置する場合、第一方向の平均間
隔Ｓｍ（ｘ）を大きいままで維持することは難しい。
【００９２】
　そのため、上記の関係式（１）が成立していれば、第一方向の平均間隔Ｓｍ（ｘ）が第
二方向の平均間隔Ｓｍ（ｙ）より小さくても、Ｓｍ（ｘ）とＳｍ（ｙ）との大小関係が、
上記の関係式（２）が成立する範囲内であれば、第一方向の光散乱効果は小さく、大幅な
輝度低下は生じない。
【００９３】
（凹凸形状の平均間隔）
　本実施形態では、第二方向に沿った凹凸形状２６の平均間隔Ｓｍ（ｙ）を、５００［μ
ｍ］以下に設定している。
【００９４】
　以下、第二方向に沿った凹凸形状２６の平均間隔Ｓｍ（ｙ）を、５００［μｍ］以下に
設定した理由について説明する。
　本実施形態の光学シート１８は、主に、点光源の輝度の均一性と、導光板のドットパタ
ーンの隠蔽性低下を目的として用いる。
　従来の導光板のドットパターンは、スクリーン印刷等により、白色インキを、円形形状
で六方最密充填に配置しているのが一般的である。また、そのドット径は、最小で０．５
［ｍｍ］程度から、最大で２［ｍｍ］程度である。
【００９５】
　したがって、特に、最小ドット径においても、ドットパターンの隠蔽性を有するために
は、第二方向に沿った凹凸形状２６の平均間隔Ｓｍ（ｙ）は、５００［μｍ］以下でなく
てはならない。
【００９６】
　一方、第一方向に沿った凹凸形状２６の平均間隔Ｓｍ（ｘ）は、５００［μｍ］以下に
限定する必要はない。これは、本実施形態において、光学シート１８の光出射面の形状や
、ディスプレイ装置１に設置して使用する場合の、他の光学シート（集光シート１６）と
の組合せによる光の拡散効果や、隠蔽性効果を利用することができるためである。現在の
ところ、ディスプレイ装置１の他の光学シート（集光シート１６）には、少なくとも一枚
以上のレンズシートが使用されるのが一般的である。
【００９７】
　上記のレンズシートの形状に制限はないが、一例として、光出射面側が、９０°の頂角
からなる三角形のプリズム形状の場合、プリズム形状の光学特性から、プリズム形状が並
んでいる方向に対して直交する方向への光のスプリット効果があるため、隣接するドット
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の間隔が小さくなるように、パターンの配列が変化する。
【００９８】
　一方、プリズム形状が並んでいる方向に対して直交する方向へは、上記のようなスプリ
ット効果がないため、ドットパターンの視認性の変化が見られない。また、プリズム形状
ではなくシリンドリカルレンズ形状の場合、レンズ効果により、ドットや点光源は、シリ
ンドリカルレンズが並んでいる方向に対して直交する方向に、輝度を一様に均一拡散する
効果があるため、光入射面に形成した凹凸形状２６による強い拡散効果は、必ずしも必要
ではない。
【００９９】
　そのため、他の光学シート（集光シート１６）のレンズ形状や、本実施形態の光学シー
ト１８の光出射面の形状により、隠蔽性や輝度の均一性をもっとも必要とする方向に対し
てのみの拡散効果を、光入射面に形成した凹凸形状２６で得るため、第二方向と直交する
第一方向の表面粗さを可能な限り低くすることにより、光散乱効果を少なくして、輝度の
均一性とトレードオフの関係にある、輝度向上効果を得る。
【０１００】
（光学シートの製造方法）
　以下、図１から図３を参照して、本実施形態における光学シート１８の製造方法を説明
する。
　光学シート１８は、押出法、キャスト法、または、インジェクション法で製造すること
が可能である。
【０１０１】
　本実施形態では、光学シート１８は、上述した樹脂材料を、溶融させた状態で金型に流
し込み、板状または帯状に凝固させることで製造する。
　このとき、光学シート１８の厚さは、１２［μｍ］以上１［ｍｍ］以下とする。これは
、光学シート１８の厚みが１２［μｍ］未満である場合は、上述した製造方法による加工
に耐えうる剛性が無く、また、光学シート１８の厚みが１［ｍｍ］を越える場合、加工に
耐えうる柔軟性がないためである。
【０１０２】
　ここで、溶融させた樹脂材料を流し込む金型は、光学要素２４を形成するための金型と
、凹凸形状２６を形成するための金型から構成されている。
　光学要素２４を形成するための金型には、光学要素２４の形状（プリズム形状）と逆の
形状に形成された立体部分が形成されており、凹凸形状２６を形成するための金型には、
凹凸形状２６の形状（凹部）と逆の形状に形成された立体部分が形成されている。
【０１０３】
　なお、光学シート１８の作製は、本実施形態の光学シート１８に要求される光学特性を
達成することが可能であれば、上記以外の材料や構造、プロセス等を用いて、光学シート
１８を作製することも可能である。
【０１０４】
（金型を形成する方法）
　光学要素２４を形成するための金型を形成する方法としては、例えば、切削方式が挙げ
られる。切削方式により、光学要素２４を形成するための金型を形成する場合、光学要素
２４と同じ形状を有するダイヤモンドバイトを用いて、光学要素２４を形成するための金
型を構成する光学要素側金型ロールを切削し、光学要素２４のプリズム形状と逆の形状の
立体部分を、光学要素側金型ロールのうち、光学要素２４に対応する部分に形成する。
【０１０５】
　一方、凹凸形状２６を形成するための金型を形成する方法としては、例えば、ブラスト
を、凹凸形状２６を形成するための金型を構成する凹凸形状側金型ロール自体に打ちつけ
る方法と、化学腐食による方法がある。
【０１０６】
　ブラストを凹凸形状側金型ロール自体に打ちつける方法を用いる場合、ブラストの形状
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や大きさ、ブラストを凹凸形状側金型ロールに吹き付ける圧力や回数を調整することで、
凹凸形状２６を調整することが可能であるが、この方法の場合は、規則的な凹凸形状２６
を形成することが困難である。
【０１０７】
　一方、化学腐食による方法を用いる場合、薬品を塗布する箇所、腐食時間、腐食回数に
より、凹凸形状２６の形状を調整することができる。特に、この方法の場合は、規則的、
または、不規則的な凹凸形状２６のどちらも作製が可能である。
　なお、ブラストを凹凸形状側金型ロール自体に打ちつける方法と、化学腐食による方法
のどちらにおいても、凹凸形状２６を形成するための金型を形成する場合、凹凸形状２６
の凹部と逆の形状の立体部分を、凹凸形状側金型ロールのうち、凹凸形状２６に対応する
部分に形成する。
【０１０８】
　また、ブラストを凹凸形状側金型ロール自体に打ちつける方法と、化学腐食による方法
のどちらにおいても、凹凸形状２６を形成するための金型を形成する場合、凹凸形状の、
光学シート１８の光入射面から突出した部分の先端が丸められているように、凹凸形状２
６を形成するための金型を形成する。これにより、光学シート１８と拡散板１４との接触
に起因する、光学シート１８及び拡散板１４の損傷を低減させることが可能となる。
【０１０９】
（実施例）
　図１から図３を参照しつつ、図４を用いて、上述した第一実施形態において説明した光
学シート１８を製造し、その物性の評価を行った結果について説明する。
【０１１０】
　以下、製造した光学シート１８の具体的構成と、実験方法及び実験結果について説明す
る。なお、製造した光学シート１８に対する実験は、二種類行なったため、以下の説明で
は、二種類の実験を、それぞれ、「実験１」及び「実験２」と記載する。
　まず、実験１について説明する。
【０１１１】
（実験１：凹凸形状２６の表面粗さの検討）
　光学シート１８の光入射面に形成した凹凸形状２６の表面粗さを検討するために、光入
射面における凹凸形状２６の性状が異なる複数種類（比較例及び実施例）の光学シート１
８を作成し、それぞれの光学シート１８に対して、輝度と隠蔽性を評価した。
【０１１２】
　なお、比較例としては、光入射面がミラー（鏡面）の光学シート１８を用いた。
　凹凸形状２６は、サンドブラストにより、不規則なマット形状を光入射面の全面に形成
した。このとき、光出射面に形成した光学要素２４は、高さ５０［μｍ］、ピッチ１００
［μｍ］の、頂角９０°の三角形柱状プリズムレンズ形状とした。
（実験１：光学シート１８の製造方法）
　凹凸形状２６を形成するための金型は、金型ロールにブラストを吹き付け、凹凸形状２
６に対応する所望の立体形状を形成して作製した。このとき、表面粗さが光入射面に対し
て異方性を有する構成とするために、一方向にノズルを動かし、ブラスト加工を実施した
。
【０１１３】
　光学要素２４を形成するための金型は、精密切削機に金型ロールをセットし、先端にプ
リズム形状を有するダイヤモンドバイトで切り込むことにより、光学要素２４に対応する
頂角９０°のプリズム形状を有する光学シート１８を成型するための、金型ロールを作製
した。
　また、光学シート１８自体は、図４中に示す押出機を用いた押出法により作製した。な
お、図４は、一般的な押し出し成形に用いる押出機の概略構成を示す図である。
【０１１４】
　図４中に示すように、押出機３０は、ダイ３２と、第一ロール３４と、第二ロール３６
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と、第三ロール３８を備えている。
　ダイ３２は、熱可塑性ポリカーボネート樹脂を溶融させた溶融樹脂を、第一ロール３４
と第二ロール３６との間に形成された隙間に吐出する。
　第一ロール３４は、凹凸形状２６を形成するための金型を形成する金型ロールであり、
第二ロール３６は、光学要素２４を形成するための金型を形成する金型ロールである。
【０１１５】
　このような構成の押出機３０を用いて光学シート１８を形成する際には、ダイ３２から
吐出された溶融樹脂に対して、第一ロール３４及び第二ロール３６が狭圧をかけることに
より、所望の形状を有する光学シート１８を得る。なお、光学シート１８の厚みは、比較
例及び実施例とも、全て３２０［μｍ］とした。
【０１１６】
　なお、実験１で用いる光学シート１８は、全て、帝人化成（株）の熱可塑性ポリカーボ
ネート樹脂による押出方式により作製している。この熱可塑性ポリカーボネート樹脂の弾
性率Ｅは２４００［ＭＰａ］であり、比重は１．２［ｇ／ｃｍ3］である。この光学シー
ト１８は、金型からの転写率が非常に良好であり、その賦形率は９９％以上である。
　また、押出した光学シート１８の光入射面の表面粗さは、ミツトヨ社製の小型表面粗さ
測定機サーフテストＳＪ－２０１を使用して測定した。
【０１１７】
（実験１：輝度の評価）
　上述した方法により得た、比較例及び実施例の光学シート１８に関して、輝度の評価を
実施した。
【０１１８】
　輝度の評価を実施する際には、ＬＥＤエッジライト方式の液晶テレビに、比較例及び実
施例の光学シート１８を搭載し、トプコン社製の分光放射計ＳＲ－３Ａを用いて、輝度の
測定を行った。なお、液晶テレビは、ソニー社製の４０インチ液晶テレビを使用した。
【０１１９】
　このとき、液晶テレビに搭載されていた導光板をそのまま使用し、その上に、本発明の
光学シート１８、住友３Ｍ社製のプリズムシート、住友３Ｍ社製の再帰反射シートＤＢＥ
Ｆ、を順に設置している。
　そして、液晶テレビの正面から輝度を測定し、測定した輝度が、比較例に対し０．８以
上であれば合格（○）とし、０．８未満であれば不合格（×）とした。
【０１２０】
（実験１：輝度の均一性の評価）
　さらに、上述した方法により得た、比較例及び実施例の光学シート１８に関して、輝度
の均一性の評価を実施した。
【０１２１】
　輝度の均一性の評価を実施する際には、ＬＥＤエッジライト方式の液晶テレビに、比較
例及び実施例の光学シート１８を搭載し、輝度ムラ測定機と目視評価により評価した。な
お、液晶テレビは、ソニー社製の４０インチ液晶テレビを使用した。
　また、導光板は、液晶テレビに搭載されていたものをそのまま使用し、その導光板の上
に、本発明の光学シート１８、住友３Ｍ社製のプリズムシートＢＥＦIII、住友３Ｍ社
製の再帰反射シートＤＢＥＦを順に設置した。
【０１２２】
　そして、輝度ムラ測定機としてサイバネット社製のＰｒｏＭｅｔｒｉｃを用い、液晶テ
レビの正面から輝度ムラを測定して、面内での輝度ムラを数値化した。
　輝度ムラ測定機による評価は、測定された数値が目標構成よりも輝度ムラが小さければ
合格（○）とした。ここで、目標構成は、導光板から順に、ＭＮＴｅｃｈ社製のマイクロ
レンズシートＰＴＲ８７３Ｈ、住友３Ｍ社製のプリズムシートＢＥＦIII、住友３Ｍ
社製の再帰反射シートＤＢＥＦから成っている。
【０１２３】
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　また、目視評価は、液晶テレビの正面から上下左右６０℃の視野角内で、導光板のドッ
トが見えるかどうか確認し、視認されない場合を合格とした。輝度の均一性は、輝度ムラ
評価と目視評価がともに合格であるときに最終判断で合格（○）とした。
【０１２４】
　実験１の評価結果を表１に示す。なお、表１は、実験１における、実験結果を示す表で
ある。
【０１２５】
【表１】

【０１２６】
　実験１では、凹凸形状２６の平均間隔が、第一方向と第二方向により大きな差がないが
、上述した平均粗さＲａ（ｘ）と平均粗さＲａ（ｙ）との関係が、３０Ｒａ（ｘ）≧Ｒａ
（ｙ）＞２Ｒａ（ｘ）の関係で成立している状態では、表１中に示すように、凹凸形状２
６の表面粗さによる輝度の低下が低く、且つ輝度の均一性が向上することが確認できた。
【０１２７】
　次に、実験２について説明する。
（実験２：微小な凹凸形状２６の表面粗さの検討）
　光学シート１８の光入射面に形成した凹凸形状２６の表面粗さを検討するために、光入
射面における凹凸形状２６の性状が異なる複数種類（比較例及び実施例）の光学シート１
８を作成し、それぞれに対して、輝度と隠蔽性を評価した。
【０１２８】
　本実験では、凹凸形状２６の異方性が異なる複数種類の光学シート１８を作製した。
　凹凸形状２６を形成する際には、レーザー照射により、材料となるフィルムに半球形状
の凹部を不規則に作製した後、このフィルムを一方向に延伸して、光入射面側に最も近い
部分の、光学シート１８の厚さ方向に沿った断面形状が、楕円形状となる凹部を有するフ
ィルムを得た（図３参照）。
【０１２９】
　フィルムを延伸する際には、延伸の量を調整し、異なる光入射面の形状を有するフィル
ムを作製した。このとき、光出射面に形成した光学要素２４は、高さ５０［μｍ］、ピッ
チ１００［μｍ］の、頂角９０°の三角形柱状プリズムレンズ形状とした。
【０１３０】
（実験２：光学シート１８の製造方法）
　実験２で用いる光学シート１８の製造方法は、上述した実験１で用いた光学シート１８
の製造方法と同様であるため、その説明を省略する。
　また、光学シート１８の光入射面の表面粗さは、上述した実験１と同様、ミツトヨ社製



(18) JP 5614128 B2 2014.10.29

10

20

30

40

の小型表面粗さ測定機サーフテストＳＪ－２０１を使用して測定した。
【０１３１】
（実験２：輝度の評価）
　上述した方法により得た、比較例及び実施例の光学シート１８に関して、輝度の評価を
実施した。
　輝度の評価を実施する際には、ＬＥＤエッジライト方式の液晶テレビに、比較例及び実
施例の光学シート１８を搭載し、トプコン社製の分光放射計ＳＲ－３Ａを用いて、輝度の
測定を行った。なお、液晶テレビは、ソニー社製の４０インチ液晶テレビを使用した。
　このとき、液晶テレビに搭載されていた導光板をそのまま使用し、その上に、本発明の
光学シート１８、住友３Ｍ社製のプリズムシート、住友３Ｍ社製の再帰反射シートＤＢＥ
Ｆ、を順に設置している。
【０１３２】
　そして、液晶テレビの正面から輝度を測定し、測定した輝度が、比較例に対し０．８以
上であれば合格（○）とし、０．８未満であれば不合格（×）とした。
【０１３３】
（実験２：輝度の均一性の評価）
　さらに、上述した方法により得た、比較例及び実施例の光学シート１８に関して、輝度
の均一性の評価を実施した。
【０１３４】
　輝度の均一性の評価を実施する際には、ＬＥＤエッジライト方式の液晶テレビに、比較
例及び実施例の光学シート１８を搭載し、輝度ムラ測定機と目視評価により評価した。な
お、液晶テレビは、ソニー社製の４０インチ液晶テレビを使用した。
　また、導光板は、液晶テレビに搭載されていたものをそのまま使用し、その導光板の上
に、本発明の光学シート１８、住友３Ｍ社製のプリズムシートＢＥＦIII、住友３Ｍ社
製の再帰反射シートＤＢＥＦを順に設置した。
　そして、輝度ムラ測定機としてサイバネット社製のＰｒｏＭｅｔｒｉｃを用い、液晶テ
レビの正面から輝度ムラを測定して、面内での輝度ムラを数値化した。
【０１３５】
　輝度ムラ測定機による評価は、測定された数値が目標構成よりも輝度ムラが小さければ
合格（○）とした。ここで、目標構成は、導光板から順に、ＭＮＴｅｃｈ社製のマイクロ
レンズシートＰＴＲ８７３Ｈ、住友３Ｍ社製のプリズムシートＢＥＦIII、住友３Ｍ
社製の再帰反射シートＤＢＥＦから成っている。
【０１３６】
　また、目視評価は、液晶テレビの正面から上下左右６０℃の視野角内で、導光板のドッ
トが見えるかどうか確認し、視認されない場合を合格とした。輝度の均一性は、輝度ムラ
評価と目視評価がともに合格であるときに最終判断で合格（○）とした。
【０１３７】
　実験２の評価結果を表２に示す。なお、表２は、実験２における、実験結果を示す表で
ある。
【０１３８】
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【表２】

【０１３９】
　実験２では、フィルムを延伸することにより、凹凸形状２６の平均間隔が、第一方向と
第二方向で大きく異なるサンプルを作成した。
　このとき、上述した平均間隔Ｓｍ（ｘ）が十分に大きく、特に、上述した平均粗さＲａ
（ｘ）と平均粗さＲａ（ｙ）との関係と、上述した平均間隔Ｓｍ（ｘ）と平均間隔Ｓｍ（
ｙ）との関係が、３０Ｒａ（ｘ）≧Ｒａ（ｙ）＞２Ｒａ（ｘ）且つＳｍ（ｙ）≧０．５Ｓ
ｍ（ｘ）の関係で成立するときに、表２中に示すように、大きな輝度の低下を招くことな
く、輝度の均一性が向上することを確認できた。
【０１４０】
（応用例）
　以下、第一実施形態の応用例を列挙する。
（１）第一実施形態では、ディスプレイ装置１を、直下型のディスプレイ装置としたが、
これに限定するものではなく、図５中に示すように、ディスプレイ装置１を、エッジライ
ト型のディスプレイ装置としてもよい。なお、図５は、第一実施形態の変形例におけるデ
ィスプレイ装置１の概略構成を示す図である。
【０１４１】
　なお、図５中に示すように、エッジライト型のディスプレイ装置１は、バックライトユ
ニット４の構成を除き、直下型のディスプレイ装置１と同様の構成である。すなわち、エ
ッジライト型のディスプレイ装置１が備えるバックライトユニット４は、導光板４０と、
導光板４０の両端部に配列された、ＬＥＤからなる複数の光源２０を備えている。これに
加え、エッジライト型のディスプレイ装置１が備えるバックライトユニット４は、導光板
４０の背面側に、複数の反射ドット４２が配置されている。
【０１４２】
（２）第一実施形態では、図２中に示したように、凹凸形状２６を、多数の凹部から形成
したが、凹凸形状２６の構成は、これに限定するものではなく、凹凸形状２６を、例えば
、図６中に示すように、多数の凸部から形成してもよい。なお、図６は、光学シート１８
の俯瞰図であり、第一実施形態の変形例における光学シート１８の概略構成を示す図であ
る。
【０１４３】
（３）第一実施形態では、図２中に示したように、光学要素２４を、一次元方向に形成し
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たが、光学要素２４の構成は、これに限定するものではなく、例えば、図７や図８中に示
すように、光学要素２４を、二次元方向に形成してもよい。なお、図７及び図８は、光学
シート１８の俯瞰図であり、第一実施形態の変形例における光学シート１８の概略構成を
示す図である。また、図７中に示す光学シート１８と図８中に示す光学シート１８は、凹
凸形状２６の配置されている向きが９０°異なっているため、光出射面に配置してある光
学要素２４との配置が異なっている。
【０１４４】
　また、光学要素２４の構成は、図２中に示した一次元方向、あるいは、図７及び図８中
に示した二次元方向からなるプリズム形状に限定するものではなく、三角柱状のプリズム
形状、四角錘プリズム形状、多角錘プリズム形状、または、半楕円状のシリンドリカルレ
ンズ、マイクロレンズ等としてもよい。
　また、光学シート１８の光出射面には、異なる形状を有する、二種類以上の光学要素２
４が形成されていてもよい。
【０１４５】
　この場合、光出射面には、光学要素２４として、輝度を確保しやすいプリズム形状や、
輝度均一性を得やすいシリンドリカルレンズ形状等を、自由に配置することができる。ま
た、異なる高さを有する光学要素２４を配置してもよく、微小な凹凸や微小な突起を設け
ることで、対擦傷性効果を得てもよい。要は、光学要素２４の形状は、要求する性能を満
たす形状であれば、どのような形状であっても構わない。
【０１４６】
（４）第一実施形態では、図３中に示したように、凹凸形状２６を、光入射面側に最も近
い部分の、光学シート１８の厚さ方向に沿った断面形状が、楕円形状となるように形成し
たが、凹凸形状２６の構成は、これに限定するものではない。すなわち、例えば、図９中
に示すように、凹凸形状２６を、光入射面側に最も近い部分の、光学シート１８の厚さ方
向に沿った断面形状が、直線状となるように形成してもよい。なお、図９は、第一実施形
態の変形例における、凹凸形状２６の説明図である。また、図９中では、凹凸形状２６の
うち、光入射面側に最も近い部分のみを、点線で示している。
【０１４７】
　また、例えば、図１０中に示すように、凹凸形状２６を、光入射面側に最も近い部分の
、光学シート１８の厚さ方向に沿った断面形状が、曲線状となるように形成してもよい。
なお、図１０は、第一実施形態の変形例における、凹凸形状２６の説明図である。また、
図１０中では、凹凸形状２６のうち、光入射面側に最も近い部分のみを、点線で示してい
る。
【０１４８】
　凹凸形状２６を、光入射面側に最も近い部分の、光学シート１８の厚さ方向に沿った断
面形状が、直線状や曲線状である場合、特に、凹凸形状２６の長手方向を、第一方向に対
して、比較的平行に配置することで、第二方向への高い光散乱効果を得ることができる。
　ここで、凹凸形状２６の形状は、これらの形状に限られることはない。また、凹凸形状
２６の密度や配置方法は、特に限定するものではなく、あくまで、第一方向と第二方向の
、表面粗さの関係が成立していればよい。
【０１４９】
　また、凹凸形状２６は、凹部、または、凸部だけでも良く、また、凹部と凸部が混在し
ていても良い。
　なお、凹凸形状２６の存在する割合が光入射面に対して少ない場合、凹凸形状２６が凸
部で形成されていると、耐擦傷性の向上等、異なる効果を得ることが可能である。
【０１５０】
　一方、凹凸形状２６が多数存在する場合は、傷が生じても、凹凸形状２６の散乱効果に
より、傷自体の視認性が低下し、結果的に、光学シート１８の光入射面における、耐擦傷
性の向上が見られる場合もある。
（５）第一実施形態では、光学シート１８を、溶融させた樹脂材料を金型に流し込み、板
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状または帯状に凝固させることで製造したが、光学シート１８の製造方法は、これに限定
するものではなく、例えば、光学シート１８を、ＵＶ硬化法で製造してもよい。
【０１５１】
　光学シート１８をＵＶ硬化法で製造する場合は、シート状の基材である基材部２８上に
塗布したＵＶ硬化性の樹脂に対して、所望の形状の金型を押し当てる。そして、金型を押
し当てたＵＶ硬化性の樹脂にＵＶ（紫外線）を照射して、基材部２８と、光学要素２４及
び凹凸形状２６からなる光学シート１８を得る。
【０１５２】
　ここで、基材部２８の材料としては、本発明の分野でよく知られたＰＥＴ（ポリエチレ
ンテレフタレート）、ポリカーボネート、アクリル、ポリプロピレンのフィルム等を用い
ることが可能である。
【０１５３】
　この際、光学要素２４、基材部２８、凹凸形状２６を、それぞれ、別体として成形して
もよいし、また、一体として成形してもよい。また、光学要素２４及び基材部２８を成型
する場合には、内部にフィラー等の拡散剤を分散させて、成形することも可能である。
【符号の説明】
【０１５４】
　１　　ディスプレイ装置
　２　　画像表示素子
　４　　バックライトユニット
　６　　表側偏光板
　８　　裏側偏光板
　１０　液晶素子
　１２　ランプハウス
　１４　拡散板
　１６　集光シート
　１８　光学シート
　２０　光源
　２２　ランプリフレクタ
　２４　光学要素
　２６　凹凸形状
　２８　基材部
　３０　押出機
　３２　ダイ
　３４　第一ロール
　３６　第二ロール
　３８　第三ロール
　４０　導光板
　４２　反射ドット
　４４　拡散フィルム
　４６　反射フィルム
　４６　プリズムフィルム
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